
 

 

 

 

入札公告等の概要（参考） 

 

本資料は、本業務の入札公告等に示した条件の概要や業務内容をお知らせするための参考資料で、契約図

書の一部ではありません。 

本業務の詳細な内容に関しては、公告文及び特記仕様書等をご覧下さい。 

 

業務名 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２４）工事監理業務 

業務内容 
本業務は、長野県長野市大字南長野字上ノ原286－１の一部 外に建設する長野第１地方合同庁

舎Ａ棟（仮称）の工事監理業務を行うものである。 

対象施設名称及び 

構造・規模 

①庁舎（Ａ棟） 

  ＲＣ造 地上６階 延べ面積 約5,190㎡ 

②自転車置場Ａ－１ 

  ＲＣ造（一部木造） 地上１階 延べ面積 約30㎡ 

③自転車置場Ａ－２ 

  ＲＣ造（一部木造） 地上１階 延べ面積 約11㎡ 

対象施設用途 

令和６年国土交通省告示第８号 別添二による建築物の分類 

① 庁舎       第四号 第２類 

② 自転車置場Ａ－１ 第一号 第１類 

③ 自転車置場Ａ－２ 第一号 第１類 

公告日／申請書の 

提出期限日／開札日 
 令和6年11月 12日 ／ 令和6年12月12日 ／ 令和7年1月20日 

履行期間 

契約締結の翌日から令和8年9月30日まで 

（当該業務対象の長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）(24)建築その他工事は、契約締結の翌日

から令和７年１月６日まで余裕期間を設定した工事（発注者指定方式）とされている。） 

（当該業務対象の長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）(24)機械設備工事は、契約締結の翌日か

ら令和７年３月２日まで余裕期間を設定した工事（発注者指定方式）とされている。） 

（当該業務対象の長野第１地方合同Ａ棟（仮称）(24)電気設備工事は、契約締結の翌日から令 

和７年３月３１日まで余裕期間を設定した工事（発注者指定方式）とされている。） 

入札契約方式／落札方式 一般競争入札／総合評価落札方式（簡易型） 

競争参加資格の概要 

競争参加資格は、１.に掲げる資格を満たしている単体企業、又は２.に掲げる資格を満たして

いる設計共同体であること。 

１.単体企業 

 (１) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 

(２) 関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和5・6年度建築関係建設コンサルタン 

ト業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。 

（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 

については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指 

名競争）参加資格の再認定を受けていると。） 

(３) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく、一級建築士事務所登録を行 



 

 

 

っていること。 

(４) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設コンサルタ 

ント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

(５) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土 

交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

(６) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続き開始の申立てがなされてい 

る者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立がなされてい 

る（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

２.設計共同体 

１. 単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競 

争参加者の資格に関する公示」（令和６年１１月１２日付け関東地方整備局長）に示すとこ

ろにより関東地方整備局長から長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（24）工事監理業務に係

る設計共同体としての競争参加者の資格（以下、「設計共同体としての資格」という。）の

認定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。 

打合せ 

受注者間の打合せでは、ＷＥＢ会議、情報共有システム（情報通信技術を活用し、受発柱間な

ど異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。以

下に同じ。）等の活用を検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

情報共有システムの活用 

 

対象工事では、情報 

共有システムを積極 

的に活用することによ 

り、業務効率化を図る 

こととしています。 

(a) 本業務の対象工事は、工事関係者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率

化を図る情報共有システムの活用対象工事である。 

(b) 受注者は、次に揚げる業務の実施にあたり、対象工事の受注者が利用する情報共有システム

を利用するものとする。 

 ①一般業務のうち次に揚げる業務 

  １．工事監理に関する業務 

   (1)設計図書の内容の把握 

   (2)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

   (3)対象工事と設計図書との照合及び確認 

   (4)対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 

  ２．工事監理に関するその他の業務 

   (1)工程表の検討及び報告 

   (2)設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

   (3)対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

 ②追加業務のうち次に揚げる業務 

  １．完成図の確認 

  ２．関連工事の調整に関する業務 

(c) 対象工事の受注者が利用する情報共有システムは、次の要件を満たすものである。 

 ①「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版営繕工事編」 

 ②システム想定利用人数（ライセンスＩＤ数）：計３０名（発注者、工事受注者、工事監理業

務受注者、工事設計意図伝達業務受注者の合計） 

(d) 受注者が利用する情報共有システムに係る費用は対象工事に含まれる。当該費用は情報共有

システムへの登録料及び使用料である。 

 


